
JP 2009-244587 A 2009.10.22

10

(57)【要約】
【課題】　マルチ・ディスプレイにおいてベゼルの影に
なって表示部分が見えなくなるのを防止し、ディスプレ
イの視認性や操作性の向上を図ることができるマルチ・
ディスプレイ・システムの表示制御方法を提供する。
【解決手段】　マルチ・ディスプレイ・システムの表示
制御方法において、ベゼルにより分割されたマルチ・デ
ィスプレイの前記ベゼルの両側のディスプレイを表示し
、前記ベゼルの影となるディスプレイの部分に冗長表示
部分を設定し、この設定された冗長表示部分にベゼルの
影となる情報を表示する。よって、ベゼルの影になって
ディスプレイの表示部分が見えなくなることを防止する
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベゼルにより分割されたマルチ・ディスプレイの前記ベゼルの両側のディスプレイを表
示し、前記ベゼルの影となるディスプレイの部分に冗長表示部分を設定し、該設定された
冗長表示部分にベゼルの影となる情報を表示することを特徴とするマルチ・ディスプレイ
・システムの表示制御方法。
【請求項２】
　請求項１記載のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法において、前記ディス
プレイの冗長表示部分の幅を可変にすることを特徴とするマルチ・ディスプレイ・システ
ムの表示制御方法。
【請求項３】
　請求項１記載のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法において、前記ディス
プレイの冗長表示部分と前記ディスプレイの表示部分との境目に線を描画することを特徴
とするマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図６は通常のディスプレイ上のウィンドウ表示を示す図である。
【０００３】
　通常は、例えば、ディスプレイ上に図６に示すような表示が行われる。
【特許文献１】なし
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、マルチ・ディスプレイにおいては、ベゼル（ｂｅｚｅｌ：溝付きリム）
により分割された表示が行われる。
【０００５】
　図７はかかる従来のマルチ・ディスプレイにおけるベゼルを示す図、図８はかかるマル
チ・ディスプレイにおいてベゼルにより分割されたウィンドウ表示を示す図である。
【０００６】
　マルチ・ディスプレイにおいて、ベゼル１０１，１０２（以下、ベゼル部分という）に
より、約１．５ｃｍ×１．５ｃｍの表示部分の切れが生じる。つまり、ベゼル部分の影１
０３が生じる。また、漢字は切れており読みづらく、図８に示すように、＋（拡大）のア
イコン１０４と－（縮小）のアイコン１０５も離れていて視認性は悪くなっている。
【０００７】
　本発明は、上記状況に鑑みて、マルチ・ディスプレイにおいてベゼル部分の影になって
ウィンドウの表示部分が見えなくなるのを防止し、ディスプレイの視認性や操作性の向上
を図ることができるマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　〔１〕マルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法において、ベゼルにより分割さ
れたマルチ・ディスプレイの前記ベゼルの両側のディスプレイを表示し、前記ベゼルの影
となるディスプレイの部分に冗長表示部分を設定し、この設定された冗長表示部分にベゼ
ルの影となる情報を表示することを特徴とする。
【０００９】
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　〔２〕上記〔１〕記載のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法において、前
記ディスプレイの冗長表示部分の幅を可変にすることを特徴とする。
【００１０】
　〔３〕上記〔１〕記載のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法において、前
記ディスプレイの冗長表示部分と前記ディスプレイの表示部分との境目に線を描画するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、マルチ・ディスプレイにおいてベゼル部分の影になってディスプレイ
の表示部分が見えなくなるのを防止し、ディスプレイの視認性や操作性を向上させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御方法は、ベゼルにより分割された
マルチ・ディスプレイの前記ベゼルの両側のディスプレイを表示し、前記ベゼルの影とな
るディスプレイの部分に冗長表示部分を設定し、この設定された冗長表示部分にベゼルの
影となる情報を表示することを特徴とする。
【実施例】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１４】
　図１は本発明の実施例を示すマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御フローチャー
トである。
【００１５】
　（１）まず、ベゼルにより分割されたマルチ・ディスプレイにおいて、ベゼルの両側の
ディスプレイを表示する（ステップＳ１）。
【００１６】
　（２）次に、ベゼルの影となるディスプレイの部分に冗長表示部分を設定する（ステッ
プＳ２）。
【００１７】
　（３）次に、設定された冗長表示部分にベゼルの影となる情報を表示する（ステップＳ
３）。
【００１８】
　このように、ベゼルの影となるディスプレイの部分にベゼルの影となる情報を表示する
ことにより、ベゼルの影になってディスプレイの表示部分が見えなくなるのを防止し、デ
ィスプレイの視認性や操作性を向上させることができる。
【００１９】
　図２は本発明の実施例を示すマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御装置の実例を
示す図、図３は本発明の実施例を示す冗長表示の幅を可変とするマルチ・ディスプレイ・
システムの表示制御装置の一例を示す図である。
【００２０】
　図２では、ベゼル３で分割された第１ディスプレイ１（左）１と第２ディスプレイ（右
）２のベゼル３にディスプレイの冗長表示部分４を設け、この冗長表示部分４にベゼル３
の影となるディスプレイ部分の情報を描画する。５はディスプレイの表示部分である。
【００２１】
　同じ情報については、右の第２ディスプレイ２において冗長表示部分４の幅ｄを少し狭
く表示することにより、冗長性の程度を示し、アイコンや表示部分の視認性の向上を図る
ようにしている。
【００２２】
　この冗長表示部分４の幅ｄを可変とすることで、図２に示すように、アイコンの視認性
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よりも表示部分の可読性を向上させることも可能である。
【００２３】
　図２の表示例においては、右側の第２ディスプレイの冗長表示部分１１を狭くしている
が、左側の第１ディスプレイにおいて狭くすることも、両画面において狭くすることも、
両方とも同じ表示にすることもできる。
【００２４】
　図４は本発明の実施例を示すディスプレイの冗長表示部分とディスプレイの表示部分と
の境目に線を描画する例を示す図である。
【００２５】
　この例のように、ディスプレイの冗長表示部分２１とディスプレイの表示部分２２との
境目に線２３を描画することも可能である。
【００２６】
　上記した実施例では１文字が部分的にグレーになった場合を示したが、以下のように個
々の文字を一文字として認識して一文字単位でグレーに揃えるようにしてもよい。
【００２７】
　図５は本発明の実施例を示す文字単位でディスプレイの冗長表示部分を備える例を示す
図である。また、文章の意味を理解しやすくするため、文字単位だけではなく、熟語単位
で冗長表示部分を揃えることも可能である。
【００２８】
　このように、文字やオブジェクトの意味を認識してオーバーラップする部分の表示を調
整することにより、ベゼルの影になって表示部分が見えなくなる不具合を無くして、より
読みやすくすることができる。
【００２９】
　なお、以上の模式的な画面表示例においてはベゼルが厚みを持たないために、右側の第
２ディスプレイの冗長表示部分が全て見えるように描かれているが、実際の液晶ディスプ
レイにおいてはベゼルが約３ｍｍ程度の厚さを有するため、左側の第１ディスプレイの正
面に正対した場合には、第２ディスプレイの左端から数ミリメートルはベゼルの影になっ
て見ることはできない。
【００３０】
　従って、本発明の表示機能を実現したディスプレイ描画管理が可能であれば、従来より
もマルチ・ディスプレイ・システム全般において視認性や操作性を向上させることが可能
になる。　
【００３１】
　上記実施例においては、左右に２画面の構成を有するマルチ・ディスプレイ・システム
における描画形態を例示したが、縦方向も含めて、より多くの枚数のディスプレイに対し
ても同様の表示形態を提供することは十分に可能であり、テレビのように常に全体を見る
システムではなく、通常は、部分部分しか見ることのないデータ表示システムにおいては
、その表示内容に対するより高い視認性を実現することができる。
【００３２】
  なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変
形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明のマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御装置は、ベゼルの情報が消去され
ることなく、正確な情報を取得できるツールとして利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例を示すマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御フローチャー
トである。
【図２】本発明の実施例を示すマルチ・ディスプレイ・システムの表示制御装置の一例を
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【図３】本発明の実施例を示す冗長表示の幅を可変とするマルチ・ディスプレイ・システ
ムの表示制御装置の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施例を示すディスプレイの冗長部分とディスプレイの表示部分との境
目に線を描画する例を示す図である。
【図５】本発明の実施例を示す文字単位でディスプレイの冗長表示部分を備える例を示す
図である。
【図６】通常のディスプレイ上のウィンドウ表示を示す図である。
【図７】従来のマルチ・ディスプレイにおけるベゼルを示す図である。
【図８】従来のマルチ・ディスプレイにおいてベゼルにより分割されたウィンドウ表示を
示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　第１ディスプレイ（左）
　２　　第２ディスプレイ（右）
　３　　ベゼル　
　４，２１　　ディスプレイの冗長表示部分
　５，２２　　ディスプレイの表示部分
　１１　　第２ディスプレイの冗長表示部分
　２３　　線

【図１】

【図７】
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【図３】
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【図５】
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